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特別企画展示のご案内 

絵画「第一回国会開会式」宮永岳彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜館蔵資料と事務局文書で見る議会

の歩み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲政記念館では特別企画展示「館

蔵資料と事務局文書で見る議会の歩

み」を開催しております。 

本特別企画展示は、1890 年（明治

23）11 月の帝国議会の開幕から、大

正の本格的政党内閣誕生を経て、激

動の昭和に至り、太平洋戦争後、国

会として再出発する我が国議会の歩

みの一端を憲政記念館所蔵資料と衆

議院事務局文書により紹介するもの

です。 

開催期間は令和２年９月 11 日（金）

から 12 月 20 日（日）までです。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新型コロナウイルス感染症に関連した対応について 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため展示の一部を除いて参観いただけま
す。 

詳細については、憲政記念館のホームページにてお知らせします。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 
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もう一つの議会史～国会職員オーラルヒストリー～Ⅱ 

大八木 とし子さん（その１） 

 

 

 

 

 憲政記念館では、衆議院事務局の元職員へのインタビューを実施し、個々人の体
験の中にある「議会史」に焦点をあてる「もう一つの議会史～国会職員オーラルヒスト
リー～」の連載を第 20 号から開始しています。 
 今号から、高校卒業後、衆議院速記者養成所に入り、その後長年にわたり衆議院
速記者として活躍された大八木とし子さんを取り上げます。 

 

＜大八木とし子＞（おおやぎ・としこ） 

昭和 23 年３月 

 生まれ、東京 

 出身 

昭和 41 年４月 

 速記者養成 

所入所 

昭和 43年 10 月 

衆議院参事、 

速記士補 

昭和 44年 10 月 

速記士昇任 

昭和 47年 10 月 主任速記士昇任 

昭和 57 年 ７月 速記副監督昇任 

昭和 61 年 ７月 速記者養成所教授 

平成 ３年 10 月 速記者養成所から記 

        録部第四課へ異動 

平成 ４年 ７月 速記監督昇任 

平成 10 年 ４月 速記者養成所副所長 

平成 14 年 ８月 記録部第四課調整主 

        幹 

平成 16 年 １月 記録部第三課長兼第 

        四課長 

平成 16 年 ７月 記録部第一課長 

平成 18 年 ７月 記録部副部長 

平成 20 年 ３月 退職 

 

 ―― 憲政記念館に速記コーナーを

                            
1 衆議院では、1918 年（大正７）から事務局みずから速記者の養成を開始し、衆議院速記者養成所の名称は 1933 年

（昭和８）に規則上定められた。その教室又は校舎は衆議院の構内又は近辺にあったが、1962 年（昭和 37）10 月に現

在の世田谷区上用賀に移転（用賀校舎）し、2006 年（平成 18）12月、閉所された。 
2 衆議院規則第 201 条 議事は速記法によってこれを速記する。 

つくりましたが、見ていただいた感想

を。 

○大八木氏 養成所が持っていたいろ

いろなものを養成所の閉所1に伴って憲

政記念館にお預けして、それをああい

うコーナーという形にしてつくってく

ださったということで、本当にありが

たく思いました。こういう形で一般の

目にとまるということは、速記文化を

わかっていただく、残すという意味で

も意義が深いのではないかなと思いま

した。 

 （授業風景の）ビデオがとても印象

的でしたね。ああ、懐かしい、ああ

やって授業をしたなと思い出しました。 

 

【衆議院速記者の役割】 

 ―― 速記者とはこんなことをして

いる人だという御説明をいただければ。 

○大八木氏 はい、国会は本会議や予

算委員会などの会議録を作成していま

すが、その議事部分を担当しているの

が速記者です。議事は速記法によって

記録するという規則2があって、速記者

は本会議やすべての委員会に臨場して

そこでの議論を速記法によって書き取
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り、それを日本語に書き起こして速記

録を仕上げます。 

 今では新しい音声自動認識という方

法にはなりましたけれど、明治の第１

回帝国議会以来、日本は完全な速記録

を備えていて、その歴史を刻む仕事に

携わっているというのが私たち速記者

の誇りでもあるんですね。 

 
左：衆議院議事速記録号外 第１回帝国議会召集日

（1890 年（明治 23）11 月 25 日）の議長副議長選挙会で

速記者による議事速記録の作成が議決された。 

右：衆議院第１回通常会議事速記録第１号 1890 年（明

治 23）12 月３日、衆議院議事速記録第１号が官報附録

として刊行された。 

 

【志望動機】 

 ―― 先ほど御説明になられた速記

者という職業、業務があるのをどこで

どうお知りになって、そして、なろう

としたきっかけはいかがでしょうか。 

○大八木氏 それはもう個人的なこと

になりますけれども、自分がいた高校

というのは進学校だったので、ほとん

どの人が大学を目指していたんですけ

れども、経済的な事情がありまして、

というのは、ちょうど父が、私が高校

生のときに事業に失敗してしまって、

ちょっと進学は無理かなと思ったこと

と、ただ、奨学金を受けて大学に行く

という道もあったと思うんですけれど

も、そこまでの根性がなくて。それと、

その時代は大学を出ても女性が対等に

働ける職業といえば先生になるぐらい

                            
3 定期刊行の大学受験専門誌 

しかなくて、それは自分には向いてい

ないなと。それでいろいろ「蛍雪時代」
3を見ていたら、最後の方に募集広告と

いうか、こういう学校があるという紹

介記事を見たんですね。ああ、ここ、

いいなと思って。何しろ、学費が要ら

ない、かつ、お手当をもらえるという

ところにとても魅力を感じたというの

が第一番ですね。それと、自分の性格

にも合っていると思いました。 

 

【入所試験】 

 ―― 昭和 41 年の３月 15 日に入所

試験があったんですね。遅いですね。 

○大八木氏 要するに、私はここしか

受けなかったんですけれども、ほかの

大学がだめだった人も拾おうというか、

そんな感じで一番遅くに設定している

んですね。 

―― 先ほどの速記コーナーにも展

示してあるんですけれども、平成 16 年

の適性試験が一、二、三とありまして、

そのほかに現代国語と英語のよくある

ような入試問題みたいなものがありま

す。 

 大八木さんのころも似たような感じ

でしたか。 

○大八木氏 私たちのときは社会とい

う科目がありましたね。 

 ―― 適性試験の一は、これは多分、

速記符号をまねて書けるかという試験

ですね。 

○大八木氏 そうですね。 

 ―― 適性試験の二は、何か文章を

読み上げて、それをメモしてどこまで

書き取れるかという試験ですね。 

○大八木氏 そうですね。 

 ―― 適性試験の三は、完全に句読

点とかがなくて、片仮名がだらだらっ
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と書いてあって、これを文意に従って

漢字まじりの文章に直すという試験で

すね。 

 こういう適性試験、特に三の片仮名

だけの文章、これは受験勉強といいま

すか、何か対策とかはやられたんです

か。 

○大八木氏 それはもう何も勉強はし

ませんというか、しようがなかった、

その場だけの出たとこ勝負だったと思

います。 

 ―― 合格したときの感想は。 

○大八木氏 英語がちょっと自信がな

かったので、受かったと聞いたときは

それはうれしかったです。 

 

【速記者養成所入所】 

 ―― 入所したときの感想は。 

○大八木氏 とにかく、小ぢんまりし

て、採用された人数そのものが少人数

なわけですよね、入所は 17 名です。17

名が一つの教室で授業を受けるんです

けれども、私たちは団塊の世代だから、

高校も６クラスあったりとかそういう

環境だったので、非常に少人数で授業

を受けることに新鮮さを覚えた記憶が

ありますね。 

 ―― 女性がやはり多い感じですか。 

○大八木氏 募集要項に女子若干名と

書いてあったんです。それで、受験し

に行ったら、女性がいっぱいいるわけ

ですね。何百人受けたんですかね。だ

から、絶対受かるはずないなと思って

いたんですけれども、入ってみたら女

性がたくさんいるので驚きましたね。 

 私は 50 期なのですが、受験者数 418

人で、男子が 87 名に対して女子が 331

人です。だから、１対４ぐらいですね。

それで 17 人の合格です。男性６人、女

                            
4 会議録の用字をなるべく統一するために、用字の基準となるべきものを事務用として衆議院記録部が編集したもの 

性 11 人。 

 随分たってから、その女子若干名と

いう文字が消えたんですね。実態とし

ては女性を多くとらざるを得なかった

というか。 

 要するに、男性が欲しいわけですよ、

女子若干名と書くということは。荒れ

ている国会だったりするし。 

 ―― 何か深夜国会の話とか、いろ

いろあるみたいですね。 

○大八木氏 男性が欲しいけれども、

応募してくる人は女性の方が多いとい

うので、それまでは高校卒業生に限っ

ていたんですが、昭和 39 年に、オリン

ピック開催の年ですね、男子は一浪ま

で受験してよいよということになった

のです。だから、先輩にはそういう人

がいたみたいですね。 

 

【養成所の授業】 

 ―― 養成所時代の授業ですけれど

も、まずはやはり速記符号が第一にあ

るかとは思うんですけれども。 

○大八木氏 そうですね。入ってすぐ

は、夏休みまでかけて、一から符号を

勉強します。 

 ほかにも、漢文、英語、経済、フラ

ンス語、法律など、一般的な教養を身

につけるための学科があります。それ

は外から講師をお招きしてやるんです。 

 あと、内部の教授が、実務的な、用

字例4の関係とか用語の関係とか速記史、

そういった科目は担当します。 

 ―― 速記符号の勉強はどんな順番

に進んでいくものなんですか。 

○大八木氏 （符号）教程というもの

がありまして、（教授が）それを、どっ

と渡すんじゃなくて、その日覚えるも

のを渡したんです。 
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 これに従って、養成所に入所して翌

日か翌々日ぐらいから、「速記法」と

いって、符号を学ぶ授業が始まるわけ

です。これはこんなに分厚いんですけ

れども、その日教える分だけが配られ

るんです。 

 それで、私の時代のことで申し上げ

ますと、毎日配られる教程がぬれてい

るんですよ。なぜかといったら、当時、

リコピーという機械ができて、青焼き

というんですか、それでコピーしてい

たんですね。それで先生が毎回青焼き

を持って上がってくるんです。 

 ―― ある種のテキストですね。 

○大八木氏 そうです、これが大事な

大事な原本というか。 

 速記符号というのは、これをごらん

になるとわかるように、長さだったり

角度だったりカーブしていたり、ある

いは位置を使ったり、そういうのでい

ろいろ複雑なんですよ。 

 人によっては、自分はこう書くので

はなくてこう書いた方がいいとかと自

分で工夫したりする場合もあって、か

つては符号もいろいろあったんです。

私は教えていただかなかったんですけ

れども、西来路秀男さんという方がい

ろいろな符号を全部まとめて一つ符号

体系をおつくりになったわけです。そ

れを教えていたんですけれども、その

符号というのは西来路さんの頭の中に

みんな入っていて、教えるときは、西

来路先生が黒板に一々板書をする。そ

れを生徒が紙に書いて、自分の教程を

つくっていった。 

 だけど、もう西来路先生が退職され

る年齢になって、結局、３人の先生が

後を継いで分担して教えようというこ

とになったんですが、その３人の先生

が自由に教えたのでは統一がとれない

わけですので、45 期を教える西来路先

生の授業を、分担して聴講して、それ

を学んだ。それを３人が持ち寄って、

それでつくり上げたのがこの「教程」

ということになります。 

 その日教えたことがちゃんと覚えら

れたかどうかは、翌日の速記法の授業

の最初に先生が、最初は短文ぐらいを

言って、その符号がすぐ出るかどうか

というテストが始まります。 

 ある程度書けるようになると、反訳

練習といって、先生が、今まで習った

符号だけで書ける文章をつくって、そ

れを朗読するわけです。最初は多分

（10 分）600 字ぐらいの速さ、ゆっく

りです。それで、生徒がそれを符号で

書いて、また自分の符号から日本語に

反訳するという形になります。 

 それが最初ですけれども、だんだん

反訳の速度が上がっていって、週３回、

１日置きぐらいに反訳のテストがある

んですよ。それから、毎月月例テスト

というのもあるし、休暇が終わると休

暇明けテストがあったり、９月の初め

には最初のクラス分けテストみたいな

ものも行われてというようなことで、

テスト漬けになっちゃうんです。 

 それで、夏休みが終わって何回かす

るうちに、速度についていける人と、

ちょっとなかなか速度が上がらない人

とかという、そういう意味で２クラス

に分かれたり、３クラスに分かれた年

もありますね。 

 毎月、月例テストがあるので、その

テストでまた、最初はＡクラスにいた

のがＢクラスになったり、Ｂクラスに

いた人がＡクラスになったりというこ

とはあります。固定はしません。だけ

れども、いずれはだんだん決まってき

てしまうんですよね。 

 成績に差がつくというのは、書いて

いて順調に先生の言葉を符号化してい
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ければ別に問題はないわけですけれど

も、あ、この符号何だっけとつかえて

すぐ出てこなかったりすると、先生の

言葉が先に行っちゃうから、覚えてい

られなくて、書けなくなっちゃう。そ

のとき聞こえたところからまた書き始

めるんですけれども、その書けなかっ

た部分を「抜ける」と言います。抜け

ちゃうんですよ。 

 その言葉が何かを覚えていれば書き

足すことも後からできますけれども、

なかなか難しいので。それで、せっせ

と反訳していても、符号が書いてなけ

ればそこの部分が白紙になっちゃうと

いうわけなんです。 

 反訳が終わると、その原稿はお互い

に隣の人と交換して採点が始まるんで

す。先生が問題を読み上げると、あ、

違うなというところは、ちょっと待っ

てください、もう１回読んでください

と言って赤鉛筆で友達が直すわけなん

ですよ。 

 だから、ミスが多いと何回も先生の

朗読をとめて直すわけなので、生徒の

間ではもう成績はばればれになるわけ

ですよ。この人の反訳はきょうは大変

だったなとかノーミスだとか、ノーミ

スはなかなか難しいんですけれども、

一つか二つしかこの人はミスを出さな

いわとか、もう隠しようがない。そう

いう感じです。 

 それで、その反訳のことを替え歌に

した人がおりまして、私たちの時代

じゃなくで、３、４年たったころかし

ら。藤圭子の「夢は夜ひらく」という

のがはやったでしょう。54 期の人だっ

たかな、 

  赤く咲くのは ミスの花 

  白く咲くのは 抜けの花 

  どう咲きゃいいのさ このアタシ 

  きょうも差はひらく 

生徒の嘆きをこれほど言いあらわした

替え歌はないんじゃないかなと印象深

く思っています。 

―― 週３回テストがあり、月例テ

ストがあり… 

○大八木氏 月例テストは３回続けて

あるんです。だから、１日２回、午前

午後、それから翌日１回。 

 今考えてみると、ああすごいなと思

います。そのときは夢中でやっていま

したけれども。 

 月に 100 ずつ速度が上がるんですよ。

速記者は 10 分間が原則ですので、養成

所も先生が 10 分間読むわけです。 

 最初、教程が終わったあたりでは

1,500 ぐらいだったかな。それで、夏

休みに一生懸命練習したりして、９月

の初めには 1,700 ぐらい。 

 それで、２年生の終わりのころには

もう 3,000 から、そして卒業するころ

には 3,200 とか 3,400 ぐらい書けるよ

うになって、その間に速記検定１級、

それを取るということです。 

 ―― 速記検定は、日本速記協会に

よると、「アナウンサーがニュースを読

む速さよりもさらにスピードを上げた

速さ」と１級はなっていましたけれど

も。 

○大八木氏 それが 3,200 なんです。 

 だから、養成所ではＡ組とＢ組に分

かれていて、Ａ組の人はそのころには

3,400 ぐらい書いているとすれば、も

う楽々受かって、文部大臣賞をとった

りするということです。 

 

【印象に残った教授・講師】 

 ―― 先生で何か。 

○大八木氏 外部の先生がそうそうた

る方がいらしたということで、その一

人が舘稔先生でした。人口問題研究所

の所長さんだったんですけれども、経
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済を教えてくださいました。実に丁寧

な言葉で講義をされていて、「でござい

まして」とか、速記の練習にちょうど

いい速さなんです。3,000 に行かない、

2,800 ぐらい。そうすると、講義を聞

きながら、机の下でみんなこうやって

指を動かして練習を… 

 宮田雅夫先生という方がいて、調べ

たところ、早稲田大学の仏文科の修士

課程までいらしていて、速記の授業だ

けじゃなくてフランス語も担当してく

ださいました。 

 あと、私小説を書いている谷田達彌

先生とかもいらっしゃる。みんな個性

的でおもしろかったです。 

 小堀四郎先生という方も、それは何

か早稲田大学の新聞学科をお出になっ

ていて、そういう社会の問題をいろい

ろ講義してくださって… 

 あと、年配の関正治先生という方が

いらして、その先生は地名が非常に詳

しくて、全国市町村名一覧というのが

教科書になって、日本の難読地名など

を授業してくださったりとか。 

 この全国市町村名一覧を使った授業

は後もずっと続いていました。 

 でも、その先生は朗読の読み方が時

折わざと速かったりするので、みんな

すごく苦労した思い出があります。 

 だから、書きやすく読んでくださる

先生と、意地悪じゃないんだけれども、

時々振ったりするという感じで、それ

でみんな鍛えられるわけです。 

 

【本科２年】 

 ―― 昭和 42年、本科の２年に進級

されました。 

 本科は、２年でよろしいですか。 

○大八木氏 はい。 

 ―― 42 年に２年に進級したのが 14

名になっていますね。３名減っていま

す。 

○大八木氏 ３名は、まあ、ごめんな

さいと。ちょっとあなたはついていか

れないから、退所した方がいいですよ

という勧告をするんですね。 

 ―― 昭和 42 年の 11 月に日本速記

協会の速記技能検定１級に合格されて

いますが、これを受けたのは自主的な

んですか。 

○大八木氏 いやいや、もう学校でこ

れを当たり前のように受けることに

なっていました。 

 私がとったときも、同期生がみんな

全員受けるんですけれども、男性が文

部大臣賞をとりました。 

 ―― では、これは学校の教育の一

環として受けることになっている。 

○大八木氏 それがないと（衆議院の）

採用試験を受けられませんし。 

 ―― 衆議院の記録部、速記者とし

ての門戸は別ルートとして開かれてい

る。 

○大八木氏 そうです。採用試験は誰

が受けてもいいわけだからということ

です。１級を持っていればね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
速記者養成所第 50 期本科

卒業の同期生と 

前列左が大八木氏 

 

【研修科】 

 ―― 研修科の生徒を研修生という、

これはどういう立場なんですか。 

○大八木氏 衆議院の採用試験を受け
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てもいいよというか、入ることを前提

にして、成績で選ばれた者が研修科に

残るという形です。 

 そこで、衆議院には採用されなくて

も、ほかの就職先がまだそのころはい

ろいろありましたので、そういうとこ

ろに就職を、先生たちが苦労して、さ

せていましたね。 

 ―― 本科を卒業して衆議院以外に

就職する人もいたということですか。 

○大八木氏 もちろん。市議会とか新

聞社とかですね。 

 衆議院の定員がありますから、この

年は何人しか採れないよということで

来たりするんですよ。 

 だから、逆に言うと、すごく余裕が

あるときはラッキーだったというか、

教授も楽なんですよね。 

 本当は優秀なんだけれども入らな

かったという人もいるから、完全にそ

の人が成績が悪かったとは一概には言

えないですね。 

 ―― 研修科に行ける実力がある人

でも、定員の枠によっては結局はじか

れてしまうという形。 

○大八木氏 何回も試験を繰り返した

と聞いています。 

 ―― 研修科のある場所はどこです

か。 

○大八木氏 同じ養成所の中にありま

す。お部屋が一つ動けば。 

 ―― 研修科が数カ月ですか。 

○大八木氏 研修科は、４月から９月

の終わりまで、半年です。だから 10 月

採用なんです。 

 ―― カリキュラムとしては、やは

り速記法が中心になるわけですか。 

○大八木氏 実務的な学科はまだあり

ました。実務的な、用字例とか用語も

あって、要するに衆議院にカスタマイ

ズしていくわけです。 

 研修科に入りますと実習というのが

新たに始まります。 

 実習というのは、何でも書けるんだ

よということで、実際の仕事を１度だ

けですが、やらせてもらいました。 

 私の記憶では、高橋展子さんといっ

て、労働省で婦人少年局長をやられた

方なんですけれども、その方の講演を

書いた記憶があります。生徒が分担し

てやるわけですけれども。何しろ先生

の朗読以外で速記するのは初めてのこ

となので、やはり緊張して、それこそ、

速度のいろいろや聞き取りにくいとこ

ろもあって、ああ、プロになるとはこ

ういうことなんだなということを勉強

しました。 

 その仕上げた原稿については、養成

所の先生が点検して句読点の打ち方を

直したりとか、それから原稿の仕上げ

方ですとか、それは実習を通じてみっ

ちり教えていただいたという感じです。 

（以下、その２に続く） 
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